
自
動
車
税
は
５
月
31
日
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
で

自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動

車
の
所
有
者
（
使
用
者
）
に
納
め
て
い
た

だ
く
税
金
で
す
。

　

今
年
の
納
付
期
限
は
５
月
31
日
（
木
）

で
す
。

【
納
税
方
法
】

　

金
融
機
関
窓
口
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
、
ペ
イ
ジ
ー
納
付
の
ほ
か
、
ご
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
Ｙ

ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
公
金
支
払
い
の
ペ
ー
ジ
に
ア

ク
セ
ス
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も

納
付
が
出
来
ま
す
。

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
期
間
は
５

月
７
日
（
月
）
か
ら
５
月
31
日
（
木
）
ま

で
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課

☎
：
０
９
９
（
２
６
１
）
５
６
１
１

県
庁
税
務
課

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
２
２
０
２

℻
：
０
９
９
（
２
８
６
）
５
５
１
４

交
通
事
故
相
談
所
が
実
施
す

る
出
張
相
談
に
つ
い
て

　

今
年
度
か
ら
鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談

所
の
相
談
体
制
が
変
わ
り
、
こ
れ
ま
で
支

所
を
置
い
て
い
た
大
隅
地
域
振
興
局
や
大

島
支
庁
で
は
、
定
期
的
な
出
張
相
談
に
よ

り
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
５
月

１
５
日
（
火
）
か
ら
６
月
末
ま
で
の
相
談

は
下
記
の
と
お
り
実
施
す
る
予
定
で
す
。

な
お
、
相
談
は
無
料
で
す
。

大
隅
地
域
振
興
局

【
日
時
】

５
月
24
日
（
木
）、

６
月
14
日
（
木
）、

６
月
28
日
（
木
）

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
２
時

（
受
付
は
午
後
１
時
30
分
ま
で
）

【
場
所
】

大
隅
地
域
振
興
局
１
階

【
申
し
込
み
方
法
】

　

事
前
予
約
を
優
先
し
ま
す
。ご
予
約
は
、

県
交
通
事
故
相
談
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。（「
交
通
事
故
相
談
所
」
で

検
索
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
交
通
事
故
相
談
所

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
２
５
２
６

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
特
定

外
来
生
物
で
す

　

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
、
北
ア
メ
リ
カ

原
産
の
キ
ク
科
の
多
年
草
で
、
５
月
か
ら

７
月
頃
に
か
け
て
、
コ
ス
モ
ス
に
似
た
鮮

や
か
な
黄
色
の
花
を
つ
け
ま
す
。

　

こ
の
花
は
、
日
本
の
生
態
系
に
重
大
な

影
響
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
植
物
と

し
て
、
外
来
生
物
法
に
よ
る
特
定
外
来
生

物
に
指
定
さ
れ
、
栽
培
、
運
搬
、
販
売
な

ど
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

駆
除
は
、
根
か
ら
抜
き
取
る
こ
と
が
効

果
的
で
す
。
駆
除
し
た
個
体
は
袋
な
ど
に

詰
め
て
枯
死
さ
せ
る
な
ど
適
切
に
処
分
し

て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
庁
自
然
保
護
課

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
２
６
１
６

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
は

「
あ
っ
せ
ん
」
で

　

県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
者
個
人
と

事
業
主
と
の
間
に
生
じ
た
労
働
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
で
、
双
方
の
主
張
が
対
立
し
自

主
解
決
が
困
難
と
な
っ
た
事
案
の
解
決
を

お
手
伝
い
す
る
た
め
、「
あ
っ
せ
ん
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

解
雇
、
雇
止
め
、
配
置
転
換
、
パ
ワ
ハ

ラ
な
ど
の
問
題
を
、あ
っ
せ
ん
員
（
公
益
・

労
働
者
・
使
用
者
委
員
）
が
公
平
・
中
立

な
立
場
で
、労
使
双
方
か
ら
お
話
を
伺
い
、

歩
み
寄
り
に
よ
る
円
満
な
解
決
が
で
き
る

よ
う
お
手
伝
い
し
ま
す
。
労
働
者
、
事
業

主
の
ど
ち
ら
か
ら
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
無
料
、
秘
密
厳
守 

【
相
談
・
申
請
受
付
時
間
】

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

【
あ
っ
せ
ん
申
請
方
法
】

　

県
労
働
委
員
会
に
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
労
働
委
員
会
事
務
局
（
県
庁
15
階
）

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
３
９
４
３

℻
：
０
９
９
（
２
８
６
）
５
６
５
３

鹿児島県からのお知らせ

　


